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保育サービスの新たな展開（概要） 

～個別外部監査報告を踏まえて～  

 
 

本検討会は、平成 16 年度の個別外部監査報告を受けて、16 年 11 月に設置されました。子ども・

子育ての環境が大きく変化するなかで、区は「子ども子育て将来構想」及び「子ども子育て行動計画」

を作成しましたが、検討会はそれらの理念等に沿って、外部監査の指摘事項にとどまらず、新たな保

育サービスのあり方を検討してきました。本報告は、その結果をまとめたものであり、平成 14 年 7 月の

「杉並区の保育サービス提供のあり方検討会報告書」に代わって、今後の保育サービスの指針になる

ものです。 

 
 

第一 保育サービスの需要動向 

 

保育施設サービス需要は就学前人口の 28.21％と推計 

○ 平成１７年３月に就学前児童のいる世帯に対しアンケート調査を行い、７７４名から回答を得ました。

アンケートにおける保育施設の利用希望のなかで、「保育に欠ける」ことを原因とする入所需要が

就学前児童人口の 27.44％でした。しかし、アンケートではあらわれにくい、保護者の病気、虐待、

ひとり親家庭など、育児困難家庭の子どもの保育、育児休業明けの保育園入所予約などを考慮

すると、28.21％と推計されました。 

○ 現在の整備計画は、区立・私立保育施設あわせた入所定員（5,２３１名）を平成２１年度までに 258

名増やす予定になっていますが、平成17年４月の就学前児童人口 20,030名をもとに新しい需要

推計で計算すると、さらに１６２名の定員増（計４２０名の増）が必要となります。その追加整備を実

施計画に反映させていく必要がありますが、アンケートでは、「必要な条件が整えば幼稚園を利用

しても良い」という回答者が多く、既存の社会資源としての幼稚園の活用可能性なども検討しま

す。 

 

一時保育サービスの希望は５５．３％にのぼる 

○ アンケート調査によりますと、一時保育サー

ビスは、回答者の 55.3％が利用を希望して

いる結果でした。 

○ 利用希望理由は、リフレッシュ、通院や PTA

会議等の用事のためが多く、利用時間は、３

時間が も多く、続いて２時間、４時間の利

用を希望しています。 
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第二 今後の保育施策推進の基本的な考え方  

① すべての子育て家庭を視野に入れた施策の展開をめざします。 

② 一時保育を含む多様な保育ニーズに柔軟に対応できるよう、事業者・区民と協働して取

り組みます。 

③ 各種保育施設、幼稚園が特長を活かし機能を分担し、施設間の連携を推進します。 

④ 既存事業の再構築による効率化を進め、保育総経費の増加を極力抑制します。 

⑤ 保育施設の違いによる利用者負担の格差是正をはかり、公平性の確保に努めます。 

⑥ 子育て支援のための地域人材育成による協働を推進します。 

 

 

第三 保育サービスの新たな展開 

1 すべての子育て家庭への支援 

 

 

 

 

○ 「子ども・子育て行動計画」に基づき「ひととき保育（一時保育の別称）」を１８年度に５か所設

け、その後、順次拡充します。各保育施設、幼稚園等での一時保育・預かり保育等を含め、

身近にサービスを受けられるよう整備します。 

○ また、利用しやすいようにバウチャー制度（利用券による助成）を導入します。 

 

 

○    子ども家庭支援センターを中心に、子育て相談機関、一時保育の場所や空き情報、急病

時緊急対応機関などの子育て情報をインターネット等から総合的に提供できるようにしま

す。 

 

 

○    保育園における育児相談を充実するとともに、子ども家庭支援センター等と連携した虐待

防止等に取り組みます。子育てサポートセンター（区立園５か所）は、一時保育の普及状況

等を勘案し再検討します。 

 

 

○    ファミリーサポートセンター（社会福祉協議会）は、外出・リフレッシュ等のための一時預かり

や送迎サービス等を行っていますが、協力会員の確保と柔軟なサービス体制づくりに努め

ます。 

(1) (1) (1) (1) ひととき保育（一時保育）の積極的拡充とひととき保育（一時保育）の積極的拡充とひととき保育（一時保育）の積極的拡充とひととき保育（一時保育）の積極的拡充と    
 
バウチャー（利用券）制度の導入バウチャー（利用券）制度の導入バウチャー（利用券）制度の導入バウチャー（利用券）制度の導入    

(2) (2) (2) (2) 子育て支援情報の総合提供子育て支援情報の総合提供子育て支援情報の総合提供子育て支援情報の総合提供    

(3) (3) (3) (3) 保育相談の充実と虐待等の防止保育相談の充実と虐待等の防止保育相談の充実と虐待等の防止保育相談の充実と虐待等の防止    

(4) (4) (4) (4) ファミリーサポートセンターの充実ファミリーサポートセンターの充実ファミリーサポートセンターの充実ファミリーサポートセンターの充実    
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2 各種保育施設の特長を活かした機能分担の推進と連携 

(1)(1)(1)(1)認可保育園認可保育園認可保育園認可保育園    
 

 

 

 

 

 

 

(2)(2)(2)(2)認証保育所、グループ保育室、家庭福祉員認証保育所、グループ保育室、家庭福祉員認証保育所、グループ保育室、家庭福祉員認証保育所、グループ保育室、家庭福祉員((((保育ママ保育ママ保育ママ保育ママ))))    
 

 

 

 

 

 

 

(3)(3)(3)(3)幼稚園における預かり保育と総合施設幼稚園における預かり保育と総合施設幼稚園における預かり保育と総合施設幼稚園における預かり保育と総合施設    
 

 

 

 

 

 

 

○    育児困難への対応育児困難への対応育児困難への対応育児困難への対応    --------    虐待、保護者の病気等による育児困難児童、障害児などの保育の

受け皿としての役割を強化します。 

○    年齢別定員構成の適正化年齢別定員構成の適正化年齢別定員構成の適正化年齢別定員構成の適正化    --------    認証保育所等の整備状況、幼児における幼稚園の預かり

保育の充実・総合施設化の動向等を踏まえ、年齢別定員構成の適正化を図ります。 

○    入所予約等の導入入所予約等の導入入所予約等の導入入所予約等の導入    --------    育児休業後の入所予約、認証保育所からの優先的受け入れ制度

の導入を検討し、長期的には、1 歳から 3 歳の定員拡充に努めます。 

○    預かり保育の拡充と総合施設化預かり保育の拡充と総合施設化預かり保育の拡充と総合施設化預かり保育の拡充と総合施設化    --------    既存の社会資源として幼稚園の活用を検討します。

特に、幼児・年長児の保育需要への担い手として預かり保育（私立31園で実施）を拡充す

るとともに、総合施設化(幼保一元化施設)を進めていくため、区の支援のあり方について

検討します。 

○    認証保育所の増設認証保育所の増設認証保育所の増設認証保育所の増設    --------    乳幼児の受け皿として増設支援等によって拡大を促進します。    

○    グループ保育室の増設グループ保育室の増設グループ保育室の増設グループ保育室の増設    --------    従事スタッフを確保し易い環境の整備等を進め、新設を促進

します。    

○    家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員家庭福祉員((((保育ママ保育ママ保育ママ保育ママ))))の代替応援制度新設の代替応援制度新設の代替応援制度新設の代替応援制度新設    ––––    自己都合等のため保育できない場合も臨

時休業せず、保育サービスを提供できるように代替応援制度を設け支援します。 

【４歳】 【５歳】

今後今後今後今後のののの保育需要保育需要保育需要保育需要へのへのへのへの対応策対応策対応策対応策ののののイメージイメージイメージイメージ

【０歳】 【１歳】 【２歳】 【３歳】

低低低低
　　　　
←←←←
　　　　
保保保保
育育育育
ニニニニ
ーーーー
ズズズズ
　　　　
→→→→
　　　　
高高高高

            不定期・短時間就労者　など

自宅保育者

幼稚園利用者

保育施設利用者
①　認証保育所等の拡充

⑤　認可保育園の１～3歳の定員増
⑤　認可保育園の

４・５歳児定員の振り替え

③　預かり保育の充実
総合施設への転換

育児休業
取得者

②　入所予約制

④　一時保育等の充実、バウチャー制度の導入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【当面の対応】
①　認証保育所等の拡充により、0歳をはじめとする低年齢児の定員を拡大します。

②　入所予約制の導入により育児休業取得を促進し、0歳児の保育需要の抑制を図ります。

③　幼稚園の預かり保育の充実や総合施設化などにより４・５歳児の受け入れ拡大を図ります。

④　一時保育やバウチャー制度の導入などにより、自宅保育者の保育ニーズにも応えていきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　【さらに、0歳児、4・5歳児の整備状況に応じて】
⑤　認可保育園は、４・５歳児の定員を低年齢児に振り替え、主に1歳から3歳の定員増を図ります。
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3 保育料等の利用者負担の格差是正 

 

 

 

 

 

 

 

4 育児支援人材養成制度の創設 

 

 

 

    

    

第四 区立保育園の運営の見直しと今後の役割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 保育料の改正検討保育料の改正検討保育料の改正検討保育料の改正検討    --------    所得税制の改正の動向等を見極めながら検討に着手します。 

○ 延長保育にかかわる保育料見直し延長保育にかかわる保育料見直し延長保育にかかわる保育料見直し延長保育にかかわる保育料見直し    --------    延長スポット保育(注)の本格導入と併行して見直

します。  注：従来の延長保育が月単位のサービス契約であるのに対し、延長スポット保育は

時間単位の延長保育サービスです。 

○ 認証保育所等の利用者負担是正認証保育所等の利用者負担是正認証保育所等の利用者負担是正認証保育所等の利用者負担是正    --------    早期に軽減策を具体化します。 

○ 「すぎなみ地域大学」を活用した人材育成制度「すぎなみ地域大学」を活用した人材育成制度「すぎなみ地域大学」を活用した人材育成制度「すぎなみ地域大学」を活用した人材育成制度 -- 一時保育等の拡充、グループ保育

室・家庭福祉員等の人材確保のため、「すぎなみ地域大学」の機能を活用し、スキル認

定も備えた区独自の育児人材養成制度を創設します。 

○    区立保育園の民営化区立保育園の民営化区立保育園の民営化区立保育園の民営化    --------    保育需要見込みの新推計を踏まえて、区立保育園の民営化を

段階的に着実に進めます。 

○ 保育士の加配解消保育士の加配解消保育士の加配解消保育士の加配解消 ― 乳幼児の延長保育が多いこと等に対応し、園の円滑な運営のた

め配置していた保育士の加配 22 名を解消します。 

○    調理・用務の業務委託調理・用務の業務委託調理・用務の業務委託調理・用務の業務委託    --------    平成 18 年度に 4 園実施し、その後毎年 3～4 園の委託化を進

めます。 

○ 受け入れ定員の拡大と育児困難な児童の受け皿受け入れ定員の拡大と育児困難な児童の受け皿受け入れ定員の拡大と育児困難な児童の受け皿受け入れ定員の拡大と育児困難な児童の受け皿強化強化強化強化    -- 年齢別定員構成の適正化

を図りつつ、受け入れ定員の拡大を図ります。また、障害児・被虐待児等、育児困難な

家庭の乳幼児の受け皿としての役割を強化します。 

○ 育児休業明け年度途中の入所予約制度育児休業明け年度途中の入所予約制度育児休業明け年度途中の入所予約制度育児休業明け年度途中の入所予約制度 -- 育児休業後に入所しやすい仕組みとし

て、年度途中の入所予約制度の導入を検討します。 

○    認証保育所等からの優先的入所制度認証保育所等からの優先的入所制度認証保育所等からの優先的入所制度認証保育所等からの優先的入所制度    --------    乳幼児の成長に応じて認証保育所からの円

滑な受け入れを行うため、入所要件指数（入所の切実度等を判ずる点数）の加算制度

の導入を検討します。 

○    延長保育の拡充等延長保育の拡充等延長保育の拡充等延長保育の拡充等    --------    延長保育等の拡充(延長スポット保育の本格実施や全園実

施)、緊急一時保育の手続きの簡素化、育児支援人材の養成についての役割の明確

化を図ります。 

○    地域子育てへの貢献地域子育てへの貢献地域子育てへの貢献地域子育てへの貢献    --------    子育て家庭との交流、子育て相談を推進し、地域における子

育てに貢献します。 

○    保育料滞納への対応を強化保育料滞納への対応を強化保育料滞納への対応を強化保育料滞納への対応を強化します。園施設の計画的な修繕園施設の計画的な修繕園施設の計画的な修繕園施設の計画的な修繕を実施し、修繕基金の設置

について研究します。 
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第五 新たな需要推計に基づく保育施設の整備と公設民営化  

 今後 10 年、以下のとおり保育施設の整備と区立保育園の公設民営化等に取り組みます。 

 

１ 保育施設の整備方針と経費  

   整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡充策に要する経費（年額） 
 
 
 
 
 

２ 区立保育園の公設民営化等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上が報告の概要ですが、保育需要は就学前児童人口の変動等に大きく左右されるので、

その動向を把握しながら、保育施設整備計画を具体化していく必要があります。 
 

○ 既設園定員の増既設園定員の増既設園定員の増既設園定員の増 -- 区立保育園の改築、既存園の面積余地検証による定員増、私立保

育園の定員増を進めます。 

○ 認証保育所等の増設認証保育所等の増設認証保育所等の増設認証保育所等の増設 --現行増設予定（22 年度まで）の認証保育所 3 所に加え、認証保

育所 2 所、グループ保育室 1所の新設を検討します。 

○ 幼稚園の活用幼稚園の活用幼稚園の活用幼稚園の活用 --  幼稚園の預かり保育を拡充するとともに、総合施設等についても具体

化を目指します。 

○ 保育園の新設保育園の新設保育園の新設保育園の新設 --  以上の整備状況や就学前人口の動向等を勘案し、私立または公設

民営保育園の新設について検討します。

○ 新たな需要推計への対応、育児休業あけ入所予約などのための定員増には 6 億 8800 万円

○ これに延長保育全園実施等の充実を加えた保育施設サービス拡充経費は計 8 億 4600 万円

○ 保育料の格差是正、「ひととき保育」の新設・拡充等にはさらに経費が必要 

○ 10101010 年間で区立保育園年間で区立保育園年間で区立保育園年間で区立保育園 10101010 か所を民営化か所を民営化か所を民営化か所を民営化 --  総経費の増加の抑制に努めながら保育サ

ービスの拡充に取り組むために、平成18 年度以降10 年間で、区立保育園を10 か所（既

民営化を含み 11 か所）民営化します。（経費節減効果は年約 6 億 5000 万円） 

これに調理業務委託等の効率化分を合わせると、保育施設サービス拡充経費の捻出が

可能となります。 

○ 一部改修等による民営化園は中期的計画を公表一部改修等による民営化園は中期的計画を公表一部改修等による民営化園は中期的計画を公表一部改修等による民営化園は中期的計画を公表 --  今後は改築を前提とせず、一部

改修等による公設民営化も実施します。その場合、民営化該当園等について中期的計

画を公表したうえで進めます。 

○ 保育士の段階的削減と計画的採用保育士の段階的削減と計画的採用保育士の段階的削減と計画的採用保育士の段階的削減と計画的採用 --  区立保育園の民営化により、保育士定数は段階

的に削減しますが、退職状況を考慮しながら、一定の計画的な採用に留意します。 

 


